
JP 6329712 B1 2018.5.23

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体に挿入され湾曲部を有する挿入部と、
　前記挿入部のうち少なくとも前記湾曲部を形成し、長手軸の方向に連通する２つの湾曲
操作ワイヤー挿通孔を有するマルチルーメンチューブと、
　前記２つの湾曲操作ワイヤー挿通孔に挿通された湾曲操作ワイヤーと、
　前記マルチルーメンチューブの先端面に当接され、前記湾曲操作ワイヤーが引き出され
る２つの開口部を有するワイヤー被係止用部材と、
　前記湾曲操作ワイヤーに固定される固定部と前記ワイヤー被係止用部材に当接する当接
部とを有し、前記湾曲操作ワイヤーが牽引されたときに前記ワイヤー被係止用部材を介し
て前記マルチルーメンチューブの先端面を押圧する押圧部材と、
　前記ワイヤー被係止用部材の基端側に設けられ、前記マルチルーメンチューブの長手軸
の方向に連通する処置具挿通チャンネルと、
　前記ワイヤー被係止用部材の先端側に設けられ、貫通孔を有する先端硬質部材と、
　一端が前記処置具挿通チャンネルに挿通され、他端が前記先端硬質部材の貫通孔に挿通
されることにより、前記処置具挿通チャンネルと前記先端硬質部材の貫通孔とを連通する
パイプ部材と、
　を具備し、
　前記ワイヤー被係止用部材と前記マルチルーメンチューブの先端面との接触面積が、前
記当接部と前記ワイヤー被係止用部材との接触面積よりも大きく設定され、
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　前記押圧部材は、前記ワイヤー被係止用部材の前記２つの開口部の間に配設され、
　前記ワイヤー被係止用部材は、前記パイプ部材を保持するパイプ保持部を有するととも
に前記先端硬質部材と前記マルチルーメンチューブとの間に挟持されていることを特徴と
する内視鏡。
【請求項２】
　前記押圧部材は、前記ワイヤー被係止用部材に固定されていることを特徴とする請求項
１に記載の内視鏡。
【請求項３】
　前記ワイヤー被係止用部材は、板状部材からなることを特徴とする請求項１に記載の内
視鏡。
【請求項４】
　前記押圧部材は、前記湾曲操作ワイヤーより大径のパイプ状部材であり、
　前記パイプ状部材は、前記湾曲操作ワイヤーの先端部にカシメ固定されていることを特
徴とする請求項１に記載の内視鏡。
【請求項５】
　前記湾曲操作ワイヤーは、２本のワイヤーにより構成され、前記２本のワイヤーの端部
が前記押圧部材により連結されていることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、マルチルーメンチューブを用いて湾曲部を構成する内視鏡に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　従来、細長管形状の挿入部を有して構成される内視鏡は、例えば医療分野や工業分野等
において広く利用されている。
【０００３】
　このうち、医療分野において用いられる医療用内視鏡は、挿入部を、例えば生体の体腔
内に挿入して臓器等を観察したり、必要に応じて当該臓器等に対し内視鏡に具備される処
置具挿通チャンネル内に挿入した処置具を用いて各種の処置を施すことができるように構
成されている。また、工業分野において用いられる工業用内視鏡は、挿入部を、例えばジ
ェットエンジンや工場配管等の装置若しくは機械設備等の内部に挿入して、当該装置又は
機械設備内の傷や腐蝕等の状態を観察し検査することができるように構成されている。
【０００４】
　この種の従来の内視鏡においては、挿入部の被検体内への挿入性を向上させるために、
柔軟性又は可撓性を有して構成され湾曲自在に形成された湾曲部を備えて構成されている
ものが実用化されている。
【０００５】
　従来の内視鏡における湾曲部の構成としては、例えば、隣接する湾曲駒同士を回動自在
に複数連結して管状に構成した構造の湾曲管と、この湾曲管の先端部分に先端を固定した
複数本の湾曲操作ワイヤーとを備え、操作部に設けた操作部材の所定の操作によって、上
記複数本の湾曲操作ワイヤーのうちの少なくとも一本を牽引又は弛緩させることで、上記
湾曲管を上下若しくは左右方向に湾曲し得るように構成したものが、例えば日本国特許公
開平６－２６９４００号公報等によって、種々提案され、また広く実用化されている。
【０００６】
　さらに、近年においては、内視鏡の湾曲部の構成として、マルチルーメンチューブ等の
可撓性管状部材を利用したものが、例えば、日本国特許公開平８－９４９４１号公報，日
本国実用新案公開平５－２０７０１号公報等によって、種々の提案がなされている。
【０００７】
　上記日本国特許公開平８－９４９４１号公報，上記日本国実用新案公開平５－２０７０
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１号公報等によって開示されている内視鏡は、マルチルーメンチューブの湾曲部の先端側
に先端硬質部材を設け、この先端硬質部材に湾曲操作ワイヤーの先端を固定した構成とし
ている。
【０００８】
　ところが、上記日本国特許公開平６－２６９４００号公報等によって開示されている内
視鏡のように、湾曲部を複数の湾曲駒で構成する場合、構成が複雑であり部品点数も多い
ことから製造工程が煩雑になると共に製造コストも高価なものとなってしまうという問題
点があった。
【０００９】
　一方、上記日本国特許公開平８－９４９４１号公報，上記日本国実用新案公開平５－２
０７０１号公報等によって開示されている内視鏡では、湾曲部をマルチルーメンチューブ
を用いて構成したので、構成の単純化及び製造コストの低減化に寄与することができると
いう効果を得ている。
【００１０】
　しかしながら、上記日本国特許公開平８－９４９４１号公報，上記日本国実用新案公開
平５－２０７０１号公報等によって開示されているように、マルチルーメンチューブを用
いた湾曲部においては、湾曲操作ワイヤーの端部が湾曲部としてのマルチルーメンチュー
ブ一部に固定される構造を採ることになる。この構成において、当該湾曲操作ワイヤーの
牽引力がマルチルーメンチューブ（湾曲部）におけるワイヤー固定部位に集中してかかる
ような状況になった場合、湾曲操作中にマルチルーメンチューブ（湾曲部）の一部が潰れ
る等の変形が生じてしまうことがある。
【００１１】
　このような状況、即ち湾曲部操作中に湾曲部の一部に変形が生じてしまうような場合、
湾曲角度の精度を保つことができなくなったり、湾曲操作時の操作感が上下方向若しくは
左右方向で異なるものとなってしまう等、湾曲操作に支障若しくは違和感が生じてしまう
といった問題点がある。
【００１２】
　本発明は、上述した点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、マル
チルーメンチューブを用いて湾曲部を構成する内視鏡において、湾曲操作ワイヤーの牽引
力によるマルチルーメンチューブの変形を抑止し得る構成を備え、所望の湾曲操作を常に
確実に行うことのできる内視鏡を提供することである。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様の内視鏡は、被検体に挿入され湾曲部を有
する挿入部と、前記挿入部のうち少なくとも前記湾曲部を形成し、長手軸の方向に連通す
る２つの湾曲操作ワイヤー挿通孔を有するマルチルーメンチューブと、前記２つの湾曲操
作ワイヤー挿通孔に挿通された湾曲操作ワイヤーと、前記マルチルーメンチューブの先端
面に当接され、前記湾曲操作ワイヤーが引き出される２つの開口部を有するワイヤー被係
止用部材と、前記湾曲操作ワイヤーに固定される固定部と前記ワイヤー被係止用部材に当
接する当接部とを有し、前記湾曲操作ワイヤーが牽引されたときに前記ワイヤー被係止用
部材を介して前記マルチルーメンチューブの先端面を押圧する押圧部材と、前記ワイヤー
被係止用部材の基端側に設けられ、前記マルチルーメンチューブの長手軸の方向に連通す
る処置具挿通チャンネルと、前記ワイヤー被係止用部材の先端側に設けられ、貫通孔を有
する先端硬質部材と、一端が前記処置具挿通チャンネルに挿通され、他端が前記先端硬質
部材の貫通孔に挿通されることにより、前記処置具挿通チャンネルと前記先端硬質部材の
貫通孔とを連通するパイプ部材と、を具備し、前記ワイヤー被係止用部材と前記マルチル
ーメンチューブの先端面との接触面積が、前記当接部と前記ワイヤー被係止用部材との接
触面積よりも大きく設定され、前記押圧部材は、前記ワイヤー被係止用部材の前記２つの
開口部の間に配設され、前記ワイヤー被係止用部材は、前記パイプ部材を保持するパイプ
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保持部を有するとともに前記先端硬質部材と前記マルチルーメンチューブとの間に挟持さ
れている。
【００１４】
　本発明によれば、マルチルーメンチューブを用いて湾曲部を構成する内視鏡において、
湾曲操作ワイヤーの牽引力によるマルチルーメンチューブの変形を抑止し得る構成を備え
、所望の湾曲操作を常に確実に行うことのできる内視鏡を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１の実施形態の内視鏡の概略構成を示す全体斜視図
【図２】図１の内視鏡の挿入部の先端部近傍（先端部及び湾曲部の先端側）を拡大して示
す要部拡大斜視図
【図３】図２に示す先端部近傍の構成から先端硬質部材を取り除いた状態を示し、湾曲部
の先端部分における湾曲操作ワイヤーの取付状態を示す要部拡大斜視図
【図４】図３の分解斜視図
【図５】本発明の第２の実施形態の内視鏡の挿入部の湾曲部の先端部分の構成を示し、特
に湾曲操作ワイヤーの取付状態を示す要部拡大斜視図
【図６】本発明の第３の実施形態の内視鏡の挿入部の先端部近傍（先端部及び湾曲部の先
端側）を拡大して示す要部拡大斜視図
【図７】図６の分解斜視図
【図８】本実施形態の内視鏡の構成部材のうちワイヤー被係止用部材のみを取り出して示
す拡大斜視図
【図９】本実施形態の内視鏡の先端硬質部材を正面から見た平面図
【図１０】図９の［１０］－［１０］線に沿う縦断面図
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、図示の実施の形態によって本発明を説明する。以下の説明に用いる各図面は模式
的に示すものであり、各構成要素を図面上で認識可能な程度の大きさで示すために、各部
材の寸法関係や縮尺等を各構成要素毎に異ならせて示している場合がある。したがって、
本発明は、各図面に記載された各構成要素の数量や各構成要素の形状や各構成要素の大き
さの比率や各構成要素の相対的な位置関係等に関して、図示の形態のみに限定されるもの
ではない。
【００１７】
　［第１の実施形態］
　まず、本発明の第１の実施形態の内視鏡の概略的な構成について、図１を用いて以下に
説明する。図１は、本発明の第１の実施形態の内視鏡の概略構成を示す全体斜視図である
。
【００１８】
　本発明の第１の実施形態の内視鏡１は、挿入部２と、操作部３と、ユニバーサルコード
４と、内視鏡コネクタ５等によって主に構成されている。
【００１９】
　挿入部２は、細長管形状に形成され、被検体内に挿入される管状部材である。この挿入
部２は、先端側から順に先端部６，湾曲部７，可撓管部８が連設されて形成されており、
全体として可撓性を備えている。
【００２０】
　このうち、先端部６は、内部に撮像素子等を備えた撮像装置である撮像ユニットと、照
明光を前方に向けて照射する照明ユニット等（いずれも不図示）を有して構成されている
。
【００２１】
　なお、本発明を適用し得る内視鏡の形態としては、上述した一例（撮像ユニット等を備
えた電子内視鏡）に限定されるものではなく、それ以外の形態、例えば撮像ユニットを備
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えず、イメージガイドファイバーを挿入部２に配設した形態のいわゆるファイバースコー
プ等であってもよい。
【００２２】
　湾曲部７は、操作部３に設けられる操作部材（後述）のうち湾曲操作を行うための湾曲
レバー１３の回動操作を受けて、上下（ＵＰ及びＤＯＷＮ）の２方向へと能動的に湾曲さ
せ得るように構成される機構ユニットである。
【００２３】
　なお、本発明を適用し得る内視鏡における湾曲部の形態としては、上述した一例（上下
２方向の湾曲可能なタイプ）のものに限定されるものではなく、上下方向に加えて左右方
向をも含めた４方向（即ち、上下左右（ＵＰ及びＤＯＷＮとＲＩＧＨＴ及びＬＥＦＴ）方
向への各別の操作によって挿入部２の軸回りの全周方向）への湾曲を行ない得るタイプの
もの等であっても良い。
【００２４】
　可撓管部８は、受動的に可撓自在となるように柔軟性を持たせて形成される管状部材で
ある。この可撓管部８の内部には、処置具挿通チャンネル（後述）のほか、先端部６に内
蔵される撮像ユニットから延出され操作部３の内部を経てユニバーサルコード４の内部へ
と延設される各種の信号線や、外部機器である光源装置（不図示）から発せられる光を先
端部６の先端面に設けられている照明窓（不図示）へと導光するライトガイド（不図示）
等が挿通されている。
【００２５】
　なお、光源については、操作部の内部に発光体（例えば発光ダイオード（light emitti
ng diode:ＬＥＤ）等）を設けた形態であってもよい。この構成の場合は、操作部内のＬ
ＥＤから発せられる光を先端部６の照明窓へと導光するために上記ライトガイド（不図示
）が利用される。また、これとは別の形態として、先端部６の内部、例えば照明窓の基端
寄りの部位にＬＥＤ等の発光体を設ける形態としてもよい。この構成の場合、ＬＥＤから
発せられる光は、直接照明窓を透過して、先端部６の前方を照明する。したがって、この
構成では可撓管部８内のライトガイド（不図示）は不要となる。その一方で、先端部６に
設けたＬＥＤを発光させるための電力供給線等を、可撓管部８内に挿通させる構成となる
。
【００２６】
　操作部３は、挿入部２の基端部に連設されており、複数の操作部材等を有して構成され
る構成ユニットである。この操作部３は、折れ止め部９と、把持部１０と、複数の操作部
材（１３，１４等）と、処置具挿通部１１と、吸引バルブ１５等によって構成される。
【００２７】
　折れ止め部９は、操作部３の先端部と可撓管部８の基端部との接続部分に設けられ、可
撓管部８の基端部を覆うことにより、当該内視鏡１の使用時に可撓管部８が不要に急激に
折れてしまうことを抑止するための保護部材である。
【００２８】
　把持部１０は、内部に各種の構成部材を収納する筐体部である。把持部１０は、折れ止
め部９に連設されている。そして、把持部１０は、当該内視鏡１の使用時に使用者が手に
持って把持する部位である。
【００２９】
　複数の操作部材は、上記把持部１０の外表面上に設けられ、当該内視鏡１の各種の機能
を操作するための部材である。複数の操作部材としては、例えば湾曲部７の湾曲操作を行
うための湾曲レバー１３のほか、送気送水操作や吸引操作を行う操作部材、撮像ユニット
や照明ユニット等に各対応する操作を行うための操作部材１４等である。
【００３０】
　処置具挿通部１１は、各種の処置具（不図示）を挿入する処置具挿通口（不図示）を有
し、操作部３の内部で処置具挿通チャンネルに連通する処置具挿通路を備えた構成部であ
る。なお、この処置具挿通部１１には、処置具挿通口を開閉する蓋部材であって、当該処
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置具挿通部１１に対して着脱自在（交換可能）に構成される鉗子栓１２が配設されている
。
【００３１】
　なお、吸引バルブ１５は、不図示の吸引装置との間で吸引管路を連結するための連結部
である。
【００３２】
　ユニバーサルコード４は、可撓性を有し、操作部３から延出する中空の管状部材である
。このユニバーサルコード４は、挿入部２の先端部６から当該挿入部２の内部を挿通し操
作部３の内部を経て延出される各種の信号線と、外部機器である光源装置（不図示）から
のライトガイドと、外部機器である送気送水装置（不図示）からの送気送水用チューブ等
が内部に挿通されている複合ケーブルである。
【００３３】
　内視鏡コネクタ５は、ユニバーサルコード４の先端に配設され、外部機器との接続を確
保するための接続部材である。この内視鏡コネクタ５は、外部機器であるビデオプロセッ
サ（不図示）との間を接続する信号ケーブルを接続する電気コネクタ部１６を側面部に有
している。また、内視鏡コネクタ５は、外部機器である光源装置（不図示）との間を接続
するライトガイド束や、上記各種の信号線をまとめた電気ケーブル（不図示）を接続する
光源コネクタ部１７と、外部機器である送気送水装置（不図示）からの送気送水用チュー
ブ（不図示）を接続する送気送水プラグ１８等を有して構成されている。
【００３４】
　次に、本実施形態の内視鏡１における挿入部２の先端部分の詳細構成について、図２～
図４を用いて以下に説明する。図２は、本実施形態の内視鏡の挿入部の先端部近傍（先端
部及び湾曲部の先端側）を拡大して示す要部拡大斜視図である。図３は、図２に示す先端
部近傍の構成から先端硬質部材を取り除いた状態を示し、湾曲部の先端部分における湾曲
操作ワイヤーの取付状態を示す要部拡大斜視図である。図４は、図３の分解斜視図である
。
【００３５】
　なお、図２～図４においては、図面の煩雑化を避けると共に、本発明の要旨の構成を明
確に示すために、本発明に関連しない構成部材の一部の図示を適宜省略している。具体的
には、例えば、先端硬質部材と湾曲部との外面を覆う外装樹脂部材（外皮部材）の一部を
省略している。
【００３６】
　挿入部２の先端部６は、例えば金属や硬質樹脂等によって形成され、略円柱形状からな
る硬性枠部材である先端硬質部材２１（図２のみに図示）によって構成されている。この
先端硬質部材２１には、その先端面に処置具挿通チャンネルに連通する貫通孔の開口部２
１ａと、観察窓及び照明窓（以下、観察照明窓と略記する）２１ｂとが形成されている。
【００３７】
　また、当該先端硬質部材２１は、内部に、例えば撮像ユニット若しくはイメージガイド
ファイバー等の観察用ユニットのほか、照明ユニット等（いずれも不図示）を有している
。そのために、上記観察照明窓２１ｂは、挿入部２を挿通して形成されるケーブル挿通路
（不図示）に連通する貫通孔の開口を封止している。
【００３８】
　また、上記先端硬質部材２１は、基端部に後述するワイヤ取付部近傍を露呈する切欠窓
２１ｃが形成されている。図２において、切欠窓２１ｃは、一つが図示されているのみで
あるが、本実施形態においては、後述するようにワイヤ取付部が二つ設けられているので
、これに対応させて切欠窓２１ｃも二つ設けられている。例えば、図２において図示され
ていない切欠窓は、図示されている切欠窓２１ｃに対して当該先端硬質部材２１の長手軸
を挟んで径方向に対向する位置に設けられている。
【００３９】
　なお、先端硬質部材２１自体の構成については、従来の内視鏡における先端硬質部材と
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略同様の構成からなるものである。したがって、その詳細構成の説明は省略する。
【００４０】
　上記先端硬質部材２１の基端には、湾曲部７が連設されている（図１，図２参照）。本
実施形態の内視鏡１において、湾曲部７は、例えばマルチルーメンチューブ２２（図３，
図４参照；図１，図２では不図示）を適用して構成されている。
【００４１】
　マルチルーメンチューブ２２は、長手軸の方向に連通する複数の孔部が形成されるチュ
ーブ状（管状）部材である。このマルチルーメンチューブ２２において形成されている複
数の孔としては、図４に示すように、例えば処置具等が挿通される処置具挿通チャンネル
孔２２ａと、撮像用信号ケーブル若しくはイメージガイドファイバー等やライトガイドフ
ァイバー等が挿通配置される線材挿通孔２２ｂと、湾曲操作ワイヤー２７（図４参照）が
挿通される湾曲操作ワイヤー挿通孔２２ｃ（本実施形態では２つ）等がある。なお、湾曲
操作ワイヤー挿通孔２２ｃは、これに挿通される湾曲操作ワイヤー２７の直径よりも若干
大径に形成されている。
【００４２】
　マルチルーメンチューブ２２は、例えば、フッ素樹脂の一つであるPTFE（ポリテトラフ
ルオロエチレン；polytetrafluoroethylene）を延伸加工して形成される延伸多孔質PTFE
（ePTFE：expanded PTFE）等の柔軟な素材を用いて形成されるものが適用される。
【００４３】
　上記マルチルーメンチューブ２２の外表面は、例えば網状管であるブレード層２３によ
って覆われている。このブレード層２３の外表面は、さらに、外装樹脂部材（外皮）２４
によって覆われている。この外装樹脂部材２４は、先端硬質部材２１の基端寄りの部位か
ら湾曲部７及び可撓管部８（図１参照）の外表面を被覆している。
【００４４】
　上記先端硬質部材２１と上記マルチルーメンチューブ２２との間には、湾曲操作ワイヤ
ー２７（図４参照）が引き出される開口部となる孔部（２５ｃ）を少なくとも有し、当該
湾曲操作ワイヤー２７の先端を係止するワイヤー被係止用部材２５が挟持されている。こ
のワイヤー被係止用部材２５は、上記マルチルーメンチューブ２２の先端面に水密的に当
接されていると共に、上記先端硬質部材２１の基端面に水密的に当接している。
【００４５】
　上記ワイヤー被係止用部材２５は、上記マルチルーメンチューブ２２の断面形状と略同
形状となるように形成された略円形状の平板状部材である。そして、このワイヤー被係止
用部材２５は、充分に硬質な素材を用いて形成されている。
【００４６】
　上記ワイヤー被係止用部材２５は、具体的には、例えば、板状金属部材をプレス加工等
によって形成した金属部品や、若しくは樹脂材料を射出成形等によって形成した樹脂成形
部品である。
【００４７】
　そして、このワイヤー被係止用部材２５には、上記マルチルーメンチューブ２２の複数
の孔（２２ａ，２２ｂ，２２ｃ）にそれぞれ対応する孔（２５ａ，２５ｂ，２５ｃ）が形
成されている。
【００４８】
　この場合において、ワイヤー被係止用部材２５の第１孔部２５ａは、マルチルーメンチ
ューブ２２の処置具挿通チャンネル孔２２ａに対応する貫通孔である。この第１孔部２５
ａは、処置具挿通チャンネル孔２２ａと略同形状で略同径若しくは若干大径の円形状に形
成されている。
【００４９】
　同様に、ワイヤー被係止用部材２５の第２孔部２５ｂは、マルチルーメンチューブ２２
の線材挿通孔２２ｂに対応する貫通孔である。この第２孔部２５ｂは、上記複数（２つ）
の線材挿通孔２２ｂに対応させて、当該複数（２つ）の線材挿通孔２２ｂを同時に露呈さ
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せる形態の略オーバル形状に形成されている。この場合において、第２孔部２５ｂのオー
バル形状の短軸幅は、線材挿通孔２２ｂの直径と略同等若しくは若干大となるように形成
されている。
【００５０】
　本実施形態においては、第２孔部２５ｂを略オーバル形状に形成したが、これに限らず
、例えば、複数（２つ）の線材挿通孔２２ｂのそれぞれに対応させた同形状同径の孔とし
て形成してもよい。
【００５１】
　同様に、ワイヤー被係止用部材２５の第３孔部２５ｃは、マルチルーメンチューブ２２
の複数（２つ）湾曲操作ワイヤー挿通孔２２ｃにそれぞれ対応する貫通孔である。第３孔
部２５ｃは、湾曲操作ワイヤー挿通孔２２ｃの直径よりも若干大となる幅寸法を有し、外
周縁部から径方向に切り欠いた切欠状に形成されている。
【００５２】
　なお、２つの第３孔部２５ｃは、２つの湾曲操作ワイヤー挿通孔２２ｃのそれぞれに対
応する位置に設けられている。即ち、２つの第３孔部２５ｃは、マルチルーメンチューブ
２２の長手軸を挟んで径方向にそれぞれが対向する位置に設けられている。即ち、２つの
第３孔部２５ｃは、当該内視鏡１が組み立てられた状態とされたとき、先端硬質部材２１
の各切欠窓２１ｃに対応する位置に配置される。
【００５３】
　このように、先端硬質部材２１に切欠窓２１ｃを設け、これに対応する位置に、ワイヤ
ー被係止用部材２５の切欠状の第３孔部２５ｃを設けるように構成したことによって、本
実施形態の内視鏡１は、湾曲操作ワイヤー２７を組み付ける際の作業性の向上に寄与する
ことができる。
【００５４】
　本実施形態においては、第３孔部２５ｃを切欠状に形成した例を示しているが、この形
態に限られることはない。例えば、湾曲操作ワイヤー挿通孔２２ｃ（２つ）のそれぞれに
対応させた同形状の孔として形成してもよい。この場合、第３孔部２５ｃの孔直径は、湾
曲操作ワイヤー挿通孔２２ｃの直径よりも若干大となるように形成されていればよい。
【００５５】
　上述したように、マルチルーメンチューブ２２の複数（２つ）湾曲操作ワイヤー挿通孔
２２ｃにそれぞれ挿通配置された湾曲操作ワイヤー２７は、各先端が湾曲操作ワイヤー挿
通孔２２ｃから外部（前方）に向けて突設されるように配置される。このとき、各湾曲操
作ワイヤー２７の他端は、挿入部２を挿通して上記操作部３内の湾曲操作機構（不図示）
に連結されている状態となる。
【００５６】
　このようにして、湾曲操作ワイヤー挿通孔２２ｃから外部（前方）に向けて突設された
湾曲操作ワイヤー２７の各先端は、さらに、ワイヤー被係止用部材２５の各第３孔部２５
ｃを挿通し、当該ワイヤー被係止用部材２５の前面側に突設される。そして、これら湾曲
操作ワイヤー２７の各先端の突設部位には、ワイヤー末端部材でありワイヤー係止用部材
でもある押圧部材２６が固設されている。
【００５７】
　上記押圧部材２６は、例えばパイプ部材をスエージング（圧縮成形）した形態で、湾曲
操作ワイヤー２７の各先端に固定されている。この押圧部材２６の直径若しくは長軸方向
に直交する方向の幅寸法は、上記ワイヤー被係止用部材２５の各第３孔部２５ｃの切欠幅
（若しくは直径）よりも大（径）となるように形成されている。
【００５８】
　この構成により、第３孔部２５ｃから湾曲操作ワイヤー挿通孔２２ｃへと挿通した湾曲
操作ワイヤー２７は、各先端に固定された押圧部材２６が、ワイヤー被係止用部材２５の
各第３孔部２５ｃ周りの部位に当接して係止される。これにより、押圧部材２６は、湾曲
操作ワイヤー２７の牽引力を受け得るように構成されている。
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【００５９】
　ここで、湾曲操作ワイヤー２７の各先端が固定される部位を、上記押圧部材２６におけ
る固定部２６ａ（図４参照）というものとする。また、同様に、上記ワイヤー被係止用部
材２５に当接する部位を、上記押圧部材２６における当接部２６ｂというものとする。つ
まり、上記押圧部材２６は、湾曲操作ワイヤー２７に固定される固定部２６ａと、ワイヤ
ー被係止用部材２５に当接する当接部２６ｂとを有して形成されている。
【００６０】
　このような構成とすることにより、例えば、所定の操作部材が使用者により操作されて
、湾曲操作ワイヤー２７が牽引されたとき、上記押圧部材２６は、ワイヤー被係止用部材
２５を介してマルチルーメンチューブ２２の先端面を押圧する。
【００６１】
　このとき、ワイヤー被係止用部材２５とマルチルーメンチューブ２２の先端面との接触
面積（図４の符号Ｄ１；斜線で示す部分参照）は、押圧部材２６の当接部２６ｂとワイヤ
ー被係止用部材２５との接触面積（図４の符号Ｄ２；斜線で示す部分参照）よりも大きく
なるように設定されている。
【００６２】
　この構成により、湾曲操作ワイヤー２７が牽引される際の牽引力によって押圧部材２６
の当接部２６ｂがワイヤー被係止用部材２５を押圧するとき、押圧部材２６の当接部２６
ｂにかかる上記牽引力は、上記ワイヤー被係止用部材２５によって分散されて、上記押圧
部材２６は、マルチルーメンチューブ２２の先端面（図４の符号Ｄ１参照）を均等に押圧
する。したがって、押圧部材２６が柔軟なマルチルーメンチューブ２２を変形させてしま
うようなことがない。
【００６３】
　なお、上記第１の実施形態においては、押圧部材２６は、パイプ部材をスエージング（
圧縮成形）した形態で、湾曲操作ワイヤー２７の各先端に固定するように構成したが、こ
の形態に限られるものではない。押圧部材２６は、上記ワイヤー被係止用部材２５の第３
孔部２５ｃに係止される形状であればよい。したがって、押圧部材２６の他の形態として
は、例えば、湾曲操作ワイヤー２７の先端にパイプ部材を固定するのに際し、上記スエー
ジングによる場合のほか、ロー付け，半田付け，接着剤を用いた接着等によって固定して
もよい。さらに、湾曲操作ワイヤー２７の一端部（先端）に予め玉状係止部材が固設され
ているものを用いてもよい。
【００６４】
　以上説明したように上記第１の実施形態によれば、湾曲操作ワイヤー２７の先端部分を
湾曲部７の先端部分で固定するのに際し、湾曲部７を構成するマルチルーメンチューブ２
２の先端面と先端硬質部材２１の基端面との間に平板形状のワイヤー被係止用部材２５を
挟持させるように設けると共に、湾曲操作ワイヤー２７の先端には押圧部材２６を固定し
て構成した。
【００６５】
　このような構成により、湾曲操作ワイヤー２７が牽引操作が行われたとき、当該湾曲操
作ワイヤー２７の牽引力は、押圧部材２６の当接部２６ｂがワイヤー被係止用部材２５に
当接して、これをマルチルーメンチューブ２２の先端面に押圧するように作用する。
【００６６】
　このとき、ワイヤー被係止用部材２５とマルチルーメンチューブ２２の先端面との接触
面積（図４の符号Ｄ１）は、押圧部材２６の当接部２６ｂとワイヤー被係止用部材２５と
の接触面積（図４の符号Ｄ２）よりも充分に大きな面積となるように設定したので、湾曲
操作ワイヤー２７の牽引力によってマルチルーメンチューブ２２が変形することを抑止す
ることができる。
【００６７】
　したがって、これにより、マルチルーメンチューブ２２が変形することに起因する湾曲
部７の機能障害（例えば、湾曲角度や湾曲操作感のばらつき等）を抑止することができ、
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よって、湾曲角度の精度を維持することができると共に、常に安定した操作感を確保する
ことができる。
【００６８】
　また、本実施形態においては、ワイヤー被係止用部材２５を平板形状の単純な形状で構
成したので、当該ワイヤー被係止用部材２５は、例えば金属プレス加工等若しくは射出成
形等によって安価に、かつ短時間で大量に、容易に製造することができる。よって、製造
コストの低減化に寄与することができる。
【００６９】
　なお、上述の第１の実施形態においては、湾曲操作ワイヤー２７を２本設けた例を示し
ているが、上記の例示の形態に限られることはない。例えば、次に説明する本発明の第２
の実施形態の内視鏡においては、湾曲操作ワイヤーを１本で構成した形態を示している。
【００７０】
　［第２の実施形態］
　本発明の第２の実施形態の内視鏡について、図５を用いて以下に説明する。図５は、本
発明の第２の実施形態の内視鏡の挿入部の湾曲部の先端部分の構成を示し、特に湾曲操作
ワイヤーの取付状態を示す要部拡大斜視図である。
【００７１】
　本実施形態は、基本的には上述の第１の実施形態の構成と略同様であり、湾曲操作ワイ
ヤーを１本で構成し、これに伴って、当該湾曲操作ワイヤーの湾曲部の先端部分への取付
手段が異なるのみである。それ以外の構成は、上述の第１の実施形態と略同様である。し
たがって、以下の説明では、上述の第１の実施形態と異なる部分についてのみ説明し、同
じ構成については、同じ符号を付して、その説明を省略する。
【００７２】
　本実施形態の内視鏡においては、１本の湾曲操作ワイヤー２７を用いて、上下方向若し
くは左右方向のいずれか２方向の湾曲操作を行ない得るように構成している。
【００７３】
　即ち、湾曲操作ワイヤー２７は、一端を一方の第３孔部２５ｃ，湾曲操作ワイヤー挿通
孔２２ｃに挿通させると共に、他端を他方の第３孔部２５ｃ，湾曲操作ワイヤー挿通孔２
２ｃに挿通させた形態となっている。そして、当該湾曲操作ワイヤー２７の中程の部位が
ループ状となって、ワイヤー被係止用部材２５の外部（前方）に露呈した状態で配置され
る。
【００７４】
　換言すると、マルチルーメンチューブ２２には、長手軸の方向に連通する２つの湾曲操
作ワイヤー挿通孔２２ｃを有している。ここで、一方を単に湾曲操作ワイヤー挿通孔２２
ｃといい、他方を第２の湾曲操作ワイヤー挿通孔２２ｃというものとする。
【００７５】
　この場合において、湾曲操作ワイヤー２７は、一方の湾曲操作ワイヤー挿通孔２２ｃに
挿通されて一端が操作部３の湾曲操作機構（不図示）へと到達している。また、湾曲操作
ワイヤー２７の他端は、マルチルーメンチューブ２２の湾曲操作ワイヤー挿通孔２２ｃを
通ってワイヤー被係止用部材２５の第３孔部２５ｃから外部に突出した後、さらに延出し
て第２の湾曲操作ワイヤー挿通孔２２ｃへと挿通される。そして、湾曲操作ワイヤー２７
の他端は、操作部３の湾曲操作機構（不図示）へと到達している。これにより、湾曲操作
ワイヤー２７は、その中途部位が、２つの湾曲操作ワイヤー挿通孔２２ｃ，２つの第３孔
部２５ｃからループ状となって外部に露呈された状態となっている。
【００７６】
　さらに、このとき湾曲操作ワイヤー２７のループ状部位は、２つの第３孔部２５ｃの開
口部近傍においてそれぞれ折り曲げて所定の曲げ癖が付加されている。これにより、湾曲
操作ワイヤー２７は、上記ワイヤー被係止用部材２５によって係止される。
【００７７】
　本実施形態においては、さらに、湾曲操作ワイヤー２７の中程のループ状部位に、パイ
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プ部材からなる押圧部材２６Ａが設けられている。この押圧部材２６Ａは、ワイヤー被係
止用部材２５の前面において、上記２つの第３孔部２５ｃを跨ぐ位置に固定されている。
【００７８】
　この場合において、押圧部材２６Ａは、湾曲操作ワイヤー２７の上記ループ状部位にて
、スエージング（圧縮成形）されて湾曲操作ワイヤー２７に固定されている。さらに、湾
曲操作ワイヤー２７の牽引操作が行われた際に、上記押圧部材２６Ａが一方向へと移動す
るのを避けるために、当該押圧部材２６Ａは、ワイヤー被係止用部材２５の前面の所定の
部位に固定されている。ここで、押圧部材２６Ａのワイヤー被係止用部材２５の前面に対
する固定は、例えば、ロー付け，半田付け，接着剤を用いた接着等によって行ってもよい
。その他の構成は、上述の第１の実施形態と略同様である。
【００７９】
　このように構成された上記第２の実施形態においても、上述の第１の実施形態と略同様
の効果を得ることができる。
【００８０】
　なお、本実施形態では、湾曲操作ワイヤー２７を１本とした構成例を示しているが、こ
れに限らず、２本の湾曲操作ワイヤー２７で構成した場合にあっても、同様の構成を適用
できる。
【００８１】
　即ち、２本の湾曲操作ワイヤー２７の各端部を、各第３孔部２５ｃ，湾曲操作ワイヤー
挿通孔２２ｃに挿通させる一方、当該２本の湾曲操作ワイヤー２７の各先端部を、各第３
孔部２５ｃからワイヤー被係止用部材２５の外部（前方）に突出させた状態とする。この
状態で、湾曲操作ワイヤー２７の各先端部を、パイプ部材である押圧部材２６Ａを用いて
連結するような形態とする。このような構成とすれば、２本の湾曲操作ワイヤー２７で構
成する内視鏡においても、上記第２の実施形態と全く同様の構成とすることができる。そ
の場合における、作用及び効果もまた、上記第２の実施形態と全く同様である。
【００８２】
　［第３の実施形態］
　ところで、通常の医療用内視鏡においては、被検体の体腔内に内視鏡挿入部を挿入した
状態で、当該挿入部の処置具挿通チャンネルに処置具等を挿通させて、当該処置具の先端
部分を体腔内へと突設させて所望の処置を行なうように構成される。この場合、内視鏡は
、体液や洗浄液等の液体が存在する周囲環境で使用されることになるため、処置具挿通チ
ャンネルには、先端開口部からの還流液等が流れ込むことがあり、内視鏡先端部近傍は水
密構造とされている。
【００８３】
　一方、上述の第１，第２の実施形態においては、平板形状のワイヤー被係止用部材２５
を、湾曲部７（マルチルーメンチューブ２２）の先端面と、先端硬質部材２１の基端面と
の間に挟持させ、両者間を水密的に当接させるように構成している。そして、処置具挿通
チャンネルは、湾曲部７（マルチルーメンチューブ２２）と先端硬質部材２１との接続部
分を通過して先端硬質部材２１の先端面まで形成されている。
【００８４】
　この場合において、内視鏡の直径に比して処置具挿通チャンネルの直径が大径に設定さ
れているような場合には、湾曲部７（マルチルーメンチューブ２２）と先端硬質部材２１
との接続部分における処置具挿通チャンネルの周囲の肉厚が薄肉になってしまうことがあ
る。
【００８５】
　このとき、上記第１，第２の実施形態の構成のように、湾曲部７（マルチルーメンチュ
ーブ２２）と先端硬質部材２１との接続部分が、平面同士の当接によって構成したとする
と、経年変化等、各種の要因によって、両者間の水密性を確実に確保することが難しくな
る場合も考えられる。
【００８６】
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　そこで、次に説明する本発明の第３の実施形態は、湾曲部（マルチルーメンチューブ）
と先端硬質部材との接続部分、特にワイヤー被係止用部材等の構成を工夫することにより
、先端硬質部材と湾曲部との間の水密性を確実に確保し得る構成としている。
【００８７】
　以下に、本発明の第３の実施形態の内視鏡について、図６～図１０を用いて説明する。
図６は、本発明の第３の実施形態の内視鏡の挿入部の先端部近傍（先端部及び湾曲部の先
端側）を拡大して示す要部拡大斜視図である。図７は、図６の分解斜視図である。図８は
、図６，図７に示す構成部材のうちワイヤー被係止用部材のみを取り出して示す拡大斜視
図である。図９は、図６，図７に示す先端硬質部材を正面から見た平面図である。図１０
は、図９の［１０］－［１０］線に沿う縦断面図である。
【００８８】
　なお、図面の煩雑化を避けるために、図６～図１０においては、本発明に関連しない構
成部材の図示を適宜省略している。また、図７，図１０等においては、湾曲操作ワイヤー
の図示をも省略している。
【００８９】
　本実施形態の構成も基本的には、上述の第１，第２の実施形態と略同様であり、湾曲部
（マルチルーメンチューブ）と先端硬質部材との接続部分の構成（特にワイヤー被係止用
部材等）が異なるのみである。したがって、本実施形態の構成において、上述の第１，第
２の実施形態と同じ構成については、同じ符号を付して、その詳細な説明は省略し、異な
る部分についてのみ詳述する。
【００９０】
　本実施形態の内視鏡において、先端部近傍は、図６，図７等に示すように、先端部６Ｂ
と湾曲部７Ｂとによって構成される。
【００９１】
　先端部６Ｂは、先端硬質部材２１Ｂによって構成されている。本実施形態において、先
端硬質部材２１Ｂは、上述の第１，第２の実施形態の先端硬質部材２１とは、形状が若干
異なるのみで基本的な構成は同様である。
【００９２】
　即ち、当該先端硬質部材２１Ｂは、略円柱形状からなり、先端面に処置具挿通チャンネ
ルに連通する貫通孔２１ｆ（後述する図１０参照）の開口部２１ａと、挿入部２のケーブ
ル挿通路（不図示）に連通する貫通孔の開口となる観察照明窓２１ｂとを有して形成され
ている。
【００９３】
　湾曲部７Ｂは、上述の第１，第２の実施形態の湾曲部７と同様に、マルチルーメンチュ
ーブ２２によって構成される。このマルチルーメンチューブ２２の外表面は、例えばブレ
ード層２３によって覆われている。
【００９４】
　上記マルチルーメンチューブ２２は、長手軸の方向に連通する処置具挿通チャンネルで
ある処置具挿通チャンネル孔２２ａを有して構成されている。この処置具挿通チャンネル
孔２２ａは、後述するワイヤー被係止用部材２５Ｂよりも基端側に向けて延出している。
【００９５】
　そして、上記湾曲部７Ｂ（マルチルーメンチューブ２２）と、上記先端硬質部材２１Ｂ
との間には、ワイヤー被係止用部材２５Ｂが挟持された形態で設けられ、両者を水密的に
接続している。
【００９６】
　ワイヤー被係止用部材２５Ｂは、図６～図８等に示すように、全体として略円筒形状に
形成され、不図示の湾曲操作ワイヤー２７の端部を係止すると共に、当該湾曲操作ワイヤ
ー２７の牽引力を受けてマルチルーメンチューブ２２が変形することを抑止する役目をす
る部品である。
【００９７】
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　そのために、ワイヤー被係止用部材２５Ｂは、マルチルーメンチューブ２２の先端面に
当接する平面部２５ｅと、マルチルーメンチューブ２２の処置具挿通チャンネル孔２２ａ
及び先端硬質部材２１の開口部２１ａに対応する第１孔部２５ａと、マルチルーメンチュ
ーブ２２の線材挿通孔２２ｂ及び先端硬質部材２１の観察照明窓２１ｂに対応する第２孔
部２５ｂと、マルチルーメンチューブ２２の湾曲操作ワイヤー挿通孔２２ｃに対応する切
欠状の第３孔部２５ｃとを有している。
【００９８】
　そして、このワイヤー被係止用部材２５Ｂの先端側には、貫通孔を有する先端硬質部材
２１Ｂが設けられている。ここで、先端硬質部材２１Ｂの貫通孔は、上述の第１，第２の
実施形態と同様に、開口部２１ａ，観察照明窓２１ｂに対応し、それぞれ、処置具挿通チ
ャンネル孔２２ａ，線材挿通孔２２ｂに連通する孔である。
【００９９】
　上記ワイヤー被係止用部材２５Ｂの第１孔部２５ａには、略円筒形状からなり硬質の素
材によって形成されるパイプ部材２８が保持されている。これにより、上記第１孔部２５
ａは、上記パイプ部材２８を保持するパイプ保持部として機能している。
【０１００】
　上記パイプ部材２８は、一端が処置具挿通チャンネル孔２２ａに挿通されている。その
ために、パイプ部材２８は、処置具挿通チャンネル２２ｃと略同径若しくは若干大径に形
成されている。
【０１０１】
　これにより、パイプ部材２８の一端を、マルチルーメンチューブ２２の処置具挿通チャ
ンネル孔２２ａに挿通させるときには、パイプ部材２８によって処置具挿通チャンネル孔
２２ａを押し拡げるようにして圧入する。マルチルーメンチューブ２２は、柔軟性を有す
る素材により形成されているので、硬質素材からなるパイプ部材２８が挿入される際には
、処置具挿通チャンネル孔２２ｃは伸びながら、パイプ部材２８の外面を覆うことになる
。このようにして、パイプ部材２８の一端が、マルチルーメンチューブ２２の処置具挿通
チャンネル孔２２ａに挿通されたとき、両者間には水密構造が形成される。
【０１０２】
　一方、パイプ部材２８の他端は、先端硬質部材２１Ｂの貫通孔２１ｆ（図１０参照）に
挿通されている。この場合において、先端硬質部材２１Ｂの貫通孔２１ｆは、処置具挿通
チャンネル孔２２ａに対応する貫通孔である。この貫通孔２１ｆは、パイプ部材２８の外
径よりも若干大径に形成されており、容易に挿通し得る径を有して形成されている。これ
に加えて、当該貫通孔２１ｆの先端側には、挿通されたパイプ部材２８の先端面２８ｄ（
図１０参照）が当接する段差部２１ｄ（図１０参照）が形成されている。つまり、この段
差部２１ｄの内径は、パイプ部材２８の外径よりも小径に形成されている。これにより、
パイプ部材２８は、先端硬質部材２１Ｂに他端が挿通されたとき、パイプ部材２８の先端
面２８ｄが段差部２１ｄに当接することによって位置規制される。
【０１０３】
　またさらに、上記段差部２１ｄの内径は、パイプ部材２８の内径と略同径となるように
形成されている。これにより、パイプ部材２８の他端が上記先端硬質部材２１Ｂの貫通孔
２１ｆに挿通され、パイプ部材２８の一端が上記処置具挿通チャンネル孔２２ｃに挿通さ
れたとき、処置具挿通チャンネル孔２２ａと先端硬質部材２１Ｂの貫通孔２１ｆとが連通
することになる。その他の構成は、上述の第１，第２の実施形態と略同様である。
【０１０４】
　以上のように構成された上記第３の実施形態においても、上述の第１，第２の実施形態
と同様の効果を得ることができる。
【０１０５】
　これに加えて、本実施形態においては、湾曲部７Ｂ（マルチルーメンチューブ２２）と
先端硬質部材２１との接続部分に設けられるワイヤー被係止用部材２５Ｂの第１孔部２５
ａに、パイプ部材２８を保持するように構成している。そして、パイプ部材２８の一端を
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いる。また、パイプ部材２８の他端を先端硬質部材２１Ｂの貫通孔２１ｆに挿通して構成
している。
【０１０６】
　このような構成とすることにより、湾曲部７Ｂ（マルチルーメンチューブ２２）と先端
硬質部材２１との接続部分における水密性を、より確実に確保することができる。
【０１０７】
　本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、発明の主旨を逸脱しない範囲内
において種々の変形や応用を実施し得ることが可能であることは勿論である。さらに、上
記実施形態には、種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における
適宜な組み合わせによって、種々の発明が抽出され得る。例えば、上記一実施形態に示さ
れる全構成要件から幾つかの構成要件が削除されても、発明が解決しようとする課題が解
決でき、発明の効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明として抽
出され得る。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。この
発明は、添付のクレームによって限定される以外にはそれの特定の実施態様によって制約
されない。
【０１０８】
　本出願は、２０１７年１月１３日に日本国に出願された特許出願２０１７－００４２２
３号を優先権主張の基礎として出願するものである。
【０１０９】
　上記基礎出願により開示された内容は、本願の明細書と請求の範囲と図面に引用されて
いるものである。
【産業上の利用可能性】
【０１１０】
　本発明は、医療分野の内視鏡制御装置だけでなく、工業分野の内視鏡制御装置にも適用
することができる。
【要約】
本発明は、湾曲操作ワイヤの牽引力によるマルチルーメンチューブの変形を抑止し得る内
視鏡を提供することを目的とし、そのために、本発明の内視鏡は、湾曲部を有する挿入部
と、長手軸方向に連通する湾曲操作ワイヤ挿通孔（２２ｃ）を有するマルチルーメンチュ
ーブ（２２）と、湾曲操作ワイヤ挿通孔に挿通された湾曲操作ワイヤ（２７）と、マルチ
ルーメンチューブの先端面に当接され湾曲操作ワイヤが引き出される開口部（２５ｃ）を
有するワイヤ被係止用部材（２５）と、湾曲操作ワイヤに固定される固定部（２６ａ）と
ワイヤ被係止用部材に当接する当接部（２６ｂ）とを有し湾曲操作ワイヤが牽引されると
ワイヤ被係止用部材を介してマルチルーメンチューブの先端面を押圧する押圧部材（２６
）とを備え、ワイヤ被係止用部材とマルチルーメンチューブの先端面との接触面積（Ｄ１
）が当接部とワイヤ被係止用部材との接触面積（Ｄ２）よりも大きく設定されている。
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